
理容師法（昭和２２年法律第２３４号）第１１条の４第２項及び美容師法（昭和３２年法律

第１６３号）第１２条の３第２項の規定により、次の講習会を管理理容師及び管理美容師の資

格認定講習会として指定した。

令和６年１月18日

北海道知事 鈴木 直道

１ 講習会の名称及び定員

（１）管理理容師資格認定講習会及び管理美容師資格認定講習会（第１回） １２０名

（２）管理理容師資格認定講習会及び管理美容師資格認定講習会（第２回） １２０名

２ 主 催 者

公益財団法人理容師美容師試験研修センター

３ 開 催 地

札幌市

４ 講 習 期 間

（１）管理理容師資格認定講習会及び管理美容師資格認定講習会（第１回）

令和６年７月２日（火）から同月４日（木）までの３日間

（２）管理理容師資格認定講習会及び管理美容師資格認定講習会（第２回）

令和６年９月３日（火）から同月５日（木）までの３日間

５ 申 込 先

郵便番号 ０６０－０００４

札幌市中央区北４条西１２丁目 北海道労働福祉会館内３階

(公財)理容師美容師試験研修センター 北海道ブロック事務所

電話 ０１１－２６１－２０８８ ＦＡＸ ０１１－２６１－２０８９

６ 受講申込書の配布依頼に係る受付期間等

（１）依頼受付期間

ア 第１回 令和６年３月１１日（月）から同月２７日（水）まで

イ 第２回 平成６年５月１３日（月）から同月２９日（水）まで

（２）配布の依頼はインターネット、郵送またはＦＡＸで行うこととする。

（３）配布依頼数が、講習会定員数を超えた場合は抽選とする。

ただし、配布依頼数が講習会定員数に満たない場合は、各受講申込書の受付期間最終日

までその依頼を受け付けるものとする。

（４）受講申込書の発送は依頼受付期間終了後に行うこととする。

７ 受講申込書の受付期間

（１）第１回 令和６年４月１０日（水）から同月２６日（金）まで

（２）第２回 令和６年６月１０日（月）から同月２６日（水）まで

８ 受講料

２０,０００円


